
 
結論 

本研究では，化学構造の系統及び物理化学的性質の異

なる4種類の供試農薬を用いて，複数回の収穫を行うに

らの作物残留試験を実施した．1回目の収穫以前にcGAP
条件で散布処理した農薬が，2 回目の収穫物に残留する

かを調べたところ，全ての供試農薬について，定量限界

を超える残留は見られなかった．複数回収穫される葉菜

類として代表的なにらについてのキャリーオーバーの

知見が得られたため，基準値超過の事例が発生した際の

原因究明に，本研究成果が一助となることが期待される． 
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表7. 農薬3a及び3bの分析結果 

分析 

対象 
試験区 作期 

分析結果(ppm) 精度管理 

(%) 分析値 分析値 平均値 

農薬3a 

無処理 
I <0.01 <0.01 <0.01 71 

II <0.01 <0.01 <0.01 79 

慣行 
I 0.12 0.14 0.13 71 

II <0.01 <0.01 <0.01 79 

上限 
I 0.26 0.31 0.29 71 

II <0.01 <0.01 <0.01 79 

農薬3b 

無処理 
I <0.01 <0.01 <0.01 77 

II <0.01 <0.01 <0.01 85 

慣行 
I 0.04 0.05 0.05 77 

II <0.01 <0.01 <0.01 85 

上限 
I 0.10 0.12 0.11 77 

II <0.01 <0.01 <0.01 85 
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*新型コロナウイルスの影響により,日本農薬学会第 45 回大会は中止された. 
ただし,大会は「みなし開催」とされ,一般講演とシンポジウムの発表は講演要旨集に記載

された範囲で「発表が行われた」ものとして取り扱われることとなった. 
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